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女性命人権仁憲娃
～ 政治につ いて話すことも主権の行使です ～

｢政治につ いて話すことも主権の行使です｣ と話されている糠塚康江先生を

お迎えして ､ 支性の人権に焦点を当て ､ 憲法につ いてお話しいただきます ｡

また ､ 人権意識の高いフランスの選挙制度パリテにつ いても伺います｡

2 0 1了年了月2 日( 臼) 1 3 :3 0 ～ 1 5 :4 0

工 ル ･ パ ー

ク仙台 6 F スタジオホ
ー ル

(仙台市青葉区
一

番町 4
-

1
-

1 14 1 ビル 6 F)

東北大学大学院法学研究科 教授 (憲法学)

糠塚 康江 先生

プロフィ
ー

ル

靡暦粟生ま邪 ｡

一

度オ 醐 監

挽 掛 野を好 こ クββ 年よ玖夙敵

善言 ♂労作作表衝と屠主主義♂

〝1ソテ 雛

樅 を再挙す盲 ｢ 選挙を必ぐ怒 三つのβ瓢】 靡

憲法 2 4 条

( 1 ) 婚姻 は ､ 両性 の合意 の み に基 い て成立 し ､ 夫婦が同等 の 権利 を有する こ とを基本

と して
､ 相互 の協力に より ､ 維持 され なけれ ばならない ｡

( 2 ) 配偶者の 選択 ､ 財産権､ 相続 ､ 住居 の 選定､ 離婚並び に婚姻及び家族 に関す

るそ の他 の事項に 関して は ､ 法律 は個人の 尊厳と両性 の 本質的平等に
■
立脚 して ､

制定され なければならな い ｡
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参加費 500 円 ( 当日)

催 政治 を考える女性の会 連絡先 恥 胞 Ⅹ 0 2 2 -

2 2 9
-

0 0 1 8 ( 三橋)

Tb U 払 Ⅹ 0 2 2
･

2 4 8
･

7 9 3 0 (佐川)

催 ( 公財) せ ん だ い 男女共同参画財団
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